
議第１号議案

京都地方税機構議会会議規則一部改正案の提出について

上記の議案を別記のとおり京都地方税機構議会会議規則第14条の規定により提出します。

平成25年２月16日

京都地方税機構議会議長 植田 喜裕 様

提出者 京都地方税機構議会議員

橋 本 宗 之

岩 﨑 宗 雄

村 田 正 治

別 記

京都地方税機構議会会議規則一部改正の件

京都地方税機構議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成25年２月16日提出

提出者 京都地方税機構議会議員

橋 本 宗 之

岩 﨑 宗 雄

村 田 正 治

京都地方税機構議会会議規則の一部を改正する規則

京都地方税機構議会会議規則（平成21年京都地方税機構議会規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。

第17条中「第115条の２」を「第115条の３」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。


